
内　容 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

人権施策推進審議会
　の開催

・審議会①開催（5/30） ・専門部会①開催 ・審議会②開催 ・必要に応じて
　専門部会開催

人権に関する相談の実施

・人権相談開始
・相談内容の分析、報告
・相談弁護士との調整
・人権相談機関との連携

・相談内容の分析、報告
・相談弁護士との調整
・人権相談機関との連携

・相談事例の発信

インターネット
　モニタリング事業

モニタリング開始

本邦外出身者に対する
　不当な差別的言動
　　への対応

【公の施設の利用許可等
　の指針案の検討】

・専門部会説明

【指針の作成】
・審議会説明
・公表

【条例・指針】
・運用開始

・関係機関との打合せ

・必要に応じて
　専門部会開催

性の多様性に係る
　庁内連絡会議の開催

・庁内会議①（5/23） ・庁内会議②
・審議会説明

・庁内会議③

条例の普及啓発
・イベント広報開始

【集中広報期間】
・啓発イベントの実施
・広報キャンペーン
　の実施

・随時広報対応

人権に関する
　県民意識調査の実施

・調査票作成
・発送（下旬）

・調査に関する
　質疑対応
・調査票回収
　（下旬）

・パンフレット提出
　（下旬）

・調査報告書提出
・記者発表（中旬）

2022年度　主な取組の年間スケジュール表　

・悪意のある書き込みの抽出
随時、結果の分析、国の人権擁護機関等への削除要請、被害者への相談対応等

資料６


